
1－日中両国における住宅売買制度の比較研究（孟）

一
　
は
じ
め
に

住
宅
売
買
に
関
し
て
、
中
日
両
国
の
間
に
は
異
な
る
制
度
と
取
引
実
務
が
多
数
存
在
す
る
。
本
稿
は
日
中
両
国
に
お
け
る
住
宅
売
買
条

件
の
制
限
、
住
宅
所
有
権
の
移
転
、
住
宅
買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
類
型
、
住
宅
売
主
の
担
保
義
務
な
ど
、
住
宅
売
買
に
関
す
る
若
干
の
問
題

の
比
較
を
通
じ
て
、
い
く
つ
か
の
差
異
を
指
摘
し
、
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

日
中
両
国
に
お
け
る
住
宅
売
買
制
度
の
比
較
研
究

（
１
）

―
―
意
見
表
明
の
自
由
と
芸
術
の
自
由
の
競
合
を
素
材
と
し
て
―
―孟
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び
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二
　
住
宅
売
買
条
件
の
制
限

日
本
で
は
、
住
宅
売
買
に
お
い
て
、
売
主
の
資
格
と
目
的
建
物
の
状
態
に
つ
い
て
制
限
を
あ
ま
り
設
け
て
い
な
い
。
未
完
成
建
物
又
は

完
成
し
た
建
物
は
だ
れ
で
も
い
つ
で
も
取
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
未
完
成
建
物
（
建
築
中
の
建
物
）
は
、
建
築
の
段
階
に
よ
っ
て
、

動
産
の
集
合
物
と
不
動
産
と
し
て
の
建
物
に
分
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

日
本
の
判
例
は
、
建
築
中
の
建
物
は
い
つ
か
ら
不
動
産
と
な
る
か
に
つ
い
て
、
か
な
り
具
体
的
な
判
断
基
準
を
示
し
て
き
た
。
大
判
昭

和
八
・
三
・
二
四
（
民
集
一
二
巻
四
九
〇
頁
）
は
、
木
造
の
居
宅
に
つ
き
、
切
組
み
を
す
ま
せ
、
降
雨
を
し
の
げ
る
程
度
の
土
居
葺
は
さ

れ
て
い
る
が
、
荒
壁
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
れ
ば
、
人
が
住
む
た
め
の
木
造
建
物
と
し
て
は
未
完
成
で
不
動
産
と
は
認
め
ら

れ
な
い
。
大
判
昭
和
一
〇
・
一
〇
・
一
（
民
集
一
四
巻
一
六
七
一
頁
）
は
、
建
物
が
そ
の
目
的
と
す
る
使
用
に
適
当
な
構
成
部
分
を
具
備

す
る
程
度
に
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
目
安
と
し
て
、
木
造
の
居
宅
に
つ
き
、
工
事
中
の
建
物
で
あ
っ
て
も
、
屋
根
瓦
を
葺
き
荒
壁
を
塗

り
終
え
土
地
に
定
着
す
る
状
態
で
あ
れ
ば
、
ま
だ
床
お
よ
び
天
井
を
具
え
て
い
な
く
て
も
不
動
産
た
る
住
宅
用
建
物
と
い
っ
て
よ
い
と
す

る
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、
木
造
の
居
宅
に
つ
い
て
は
、
切
組
が
さ
れ
、
降
雨
を
し
の
げ
る
状
態
の
屋
根
、
風
露
を
遮
断
で
き
る
周
壁
が
あ

り
土
地
に
定
着
す
る
状
態
で
あ
れ
ば
、
床
お
よ
び
天
井
が
な
く
て
も
、
不
動
産
た
る
建
物
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る

（
２
）

。

建
築
中
の
建
物
は
不
動
産
と
な
る
前
で
も
、
そ
の
売
買
は
、
不
動
産
売
買
契
約
に
よ
っ
て
行
な
う
。
し
か
し
、
住
宅
は
未
完
成
ま
た
は

存
在
し
な
い
と
き
、
将
来
に
完
成
す
る
建
物
を
目
的
物
と
し
て
予
約
販
売
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
約
と
は
、
将
来
に
お

け
る
本
契
約
の
締
結
を
文
字
ど
お
り
「
予
約
」
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
、
当
事
者
を
拘
束
す
る
合
意（
契
約
）で
あ
る

（
３
）

。

こ
の
制
度
は
、
将
来
確
実
に
売
買
契
約
を
締
結
し
た
い
と
望
む
者
に
と
っ
て
は
す
こ
ぶ
る
便
利
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
将
来
に
完
成
す
る

建
物
を
目
的
物
と
し
て
正
式
売
買
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
も
で
き
る
。



3－日中両国における住宅売買制度の比較研究（孟）

中
国
に
は
、
未
完
成
住
宅
の
売
買
に
つ
い
て
、「
予
售
」
制
度
が
あ
る
。
中
国
語
の
「
售
」
は
日
本
語
の
「
売
」
と
同
様
に
「
も
の
を

う
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
単
純
に
字
面
だ
け
か
ら
理
解
す
れ
ば
、「
予
售
」
は
「
予
約
販
売
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
中
国
の
予
售
制
度
は
、
日
本
の
予
約
販
売
制
度
と
全
く
異
な
る
制
度
で
あ
る
。
中
国
の
予
售
契
約
は
未
完
成
住
宅
を
目
的
物
と
し
て
締

結
す
る
不
動
産
売
買
契
約
で
あ
る
が
、
こ
の
契
約
は
、
将
来
本
契
約
を
締
結
す
べ
き
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
約
束
し
て
お
く
契
約
で
は
な
く
、

目
的
建
物
の
名
称
、
位
置
、
価
格
、
代
金
の
交
付
と
住
宅
の
引
渡
し
な
ど
内
容
及
び
住
宅
売
買
当
事
者
の
権
利
と
義
務
を
直
接
に
確
定
す

る
本
契
約
で
あ
る
。
中
国
の
予
售
は
、
予
約
販
売
で
は
な
く
、
予
定
住
宅
の
正
式
販
売
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
不
動
産
開
発
業
者

（
４
）

と
予
售
目
的
建
物
に
つ
い
て
、
厳
し
い
制
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
存
在
し
な
い
建
物
の
売
買
は
絶
対

的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
建
物
が
未
完
成
時
、
開
発
業
者
お
よ
び
建
築
中
の
建
物
が
法
定
の
条
件
に
適
合
し
な
れ
ば
、
そ
の
建
物
を
目
的

物
と
し
て
の
予
售
が
法
律
上
認
め
ら
れ
な
い
。
中
華
人
民
共
和
国
建
設
部
の
『
都
市
商
品
住
宅
予
售
管
理
方
法
』
に
よ
っ
て
、
開
発
業
者

と
未
完
成
住
宅
は
次
の
条
件
を
満
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
全
部
の
土
地
使
用
権
の
譲
渡
金
を
交
付
し
、
且
つ
土
地
使
用
権
証
明
書
を

取
得
す
る
。
②
建
築
工
程
計
画
の
許
可
証
明
書
と
施
工
許
可
証
明
書
を
有
す
る
。
③
提
供
さ
れ
る
販
売
住
宅
に
よ
っ
て
計
算
す
る
と
、
投

入
し
た
開
発
建
設
の
資
金
は
建
設
工
程
の
総
投
資
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
施
工
の
進
度
と
竣
工
す
る
期
日
を
確
定
す
る
。
④
不

動
産
の
開
発
業
者
は
不
動
産
行
政
管
理
機
関
か
ら
予
售
許
可
証
明
書
を
取
得
す
る
。
こ
の
四
つ
の
条
件
に
適
合
し
な
れ
ば
、
そ
の
住
宅
の

売
買
は
全
面
禁
止
さ
れ
て
、
そ
の
住
宅
を
目
的
建
物
と
す
る
売
買
契
約
は
無
効
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
の
予
售
制
度
が
厳
し
い
条
件
を
設
け
る
わ
け
は
、
現
実
の
弊
害
を
除
く
目
的
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
初
期
か
ら
、
中
国
の

不
動
産
業
の
発
展
と
住
宅
商
品
化
の
普
及
に
つ
れ
、
中
国
の
住
宅
の
売
買
は
高
速
に
発
展
の
軌
道
に
乗
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
発
生
し
た
。
不
動
産
の
開
発
業
者
は
予
售
と
い
う
看
板
を
掲
げ
て
、
住
宅
を
買
い
た
い
購
入
者
と
た
く
さ
ん
の
売
買
契
約
を
締

結
し
、
巨
額
の
資
金
を
手
に
入
れ
て
、
建
物
の
施
工
が
全
く
進
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
ま
ま
に
逃
走
し
て
、
多
数
の
購
入
者
に
重
大
な
損
失
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を
も
た
ら
し
た
。
弱
者
と
し
て
の
個
々
の
購
入
者
の
利
益
を
守
り
、
社
会
の
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
、
中
国
政
府
は
法
規
を
制
定
し
て
、

不
動
産
開
発
業
者
お
よ
び
建
築
中
の
建
物
に
つ
い
て
か
な
り
厳
し
い
制
限
を
実
施
し
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
売
主
の
資
格
と
目
的
建
物
の
状
態
に
つ
い
て
制
限
を
あ
ま
り
設
け
な
い
や
り
方
は
、
民
法
の
契
約
自
由
の
原
則
を
充
分

に
実
現
し
て
い
る
。
私
人
と
し
て
の
法
律
関
係
は
、
原
則
と
し
て
、
国
家
の
干
渉
を
受
け
ず
に
、
私
人
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
自
己

の
意
思
で
自
由
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
自
由
の
原
則
の
主
な
内
容
と
し
て
、
当
事
者
は
契
約
内
容
を
定
め
る
自
由
を
有
す
べ

き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
当
事
者
は
、
ど
ん
な
内
容
の
契
約
を
結
ぶ
か
を
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
未
完
成
建
物
又
は
完
成
し
た
建
物
は
だ
れ
で
も
い
つ
で
も
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
取
引
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

日
本
で
は
、
政
府
ま
た
は
国
民
の
意
識
の
中
で
、
不
動
産
取
引
の
売
主
と
買
主
が
平
等
な
民
事
主
体
で
あ
る
（
た
だ
し
、
消
費
者
契
約
法

等
の
特
別
法
で
は
事
業
者
と
消
費
者
に
情
報
の
質
・
量
・
交
渉
力
の
格
差
が
あ
る
と
す
る
）。
一
方
が
売
買
契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、

相
手
に
対
し
て
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
は
住
宅
予
售
条
件
に
つ
い
て
厳
し
い
制
限
を
設
け
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
弱
者
の
利
益
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
し

か
し
、
予
售
条
件
を
あ
ま
り
に
も
厳
し
く
し
て
、
普
通
の
商
品
と
し
て
の
建
物
の
売
買
契
約
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
契
約
自
由
の
原
則
に

違
反
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
政
府
の
市
場
経
済
の
推
進
に
力
を
入
れ
る
目
的
に
も
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
政
府
が
弱
者
の
利
益
を

守
る
力
点
は
、
契
約
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
不
動
産
開
発
業
者
の
違
法
行
為
に
つ
い
て
の
処
罰
を
強
化
す
る
こ
と
に
置
く

べ
き
だ
と
思
う
。
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三
　
住
宅
所
有
権
の
移
転

日
本
民
法
一
七
六
条
は
、
所
有
権
そ
の
他
の
物
権
の
移
転
に
つ
い
て
は
、「
物
権
の
設
定
及
び
移
転
は
、
当
事
者
の
意
思
表
示
の
み
に

よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
定
め
て
い
る
。
法
学
理
論
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
一
七
六
条
は
、
物
権
変
動
に
関
し
て
い
わ
ゆ
る

「
意
思
主
義
」
と
い
う
も
の
を
定
め
た
条
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
動
産
売
買
に
お
け
る
所
有
権
移
転
の
時
期
に
つ
い
て
、
民
法
の
規
定

は
明
確
で
な
い
。

判
例
・
学
説
に
よ
れ
ば
、
住
宅
の
売
主
と
買
主
の
間
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
不
動
産
の
売
買
の
意
思
が
合
致
す
る
時
点
で
住
宅

の
所
有
権
が
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
だ
、
契
約
書
も
作
っ
て
い
な
い
し
、
代
金
も
払
っ
て
い
な
い
し
、
登
記
も
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
が
、
当
事
者
の
意
思
表
示
だ
け
で
物
権
変
動
は
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
法
で
は
、
登
記
は
所
有
権
の
移
転
を
第
三
者
に
示
す

公
示
方
法
で
あ
り
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
に
過
ぎ
な
い
。

日
本
最
判
昭
三
三
・
六
・
二
〇
（
民
集
一
二
巻
一
〇
号
一
五
八
頁
）
は
、「
売
買
契
約
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
所
有
権
の
移
転
が
将
来

な
さ
れ
る
べ
き
約
旨
に
出
た
も
の
で
な
い
限
り
、
買
主
に
対
し
直
ち
に
所
有
権
移
転
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
日
本
最

判
昭
三
八
・
五
・
三
一
（
民
集
一
七
巻
四
号
五
八
八
頁
）
は
、「
代
金
の
完
済
、
所
有
権
移
転
登
記
手
続
の
完
了
ま
で
は
所
有
権
を
移
転

し
な
い
旨
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
は
そ
れ
に
従
う
の
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
売
買
契
約
締
結
と
同
時
に
買
主
に
所
有
権
が
移
転
す

る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
判
例
に
従
え
ば
、
売
買
契
約
お
い
て
、
所
有
権

の
移
転
時
期
に
関
し
て
何
ら
の
約
定
も
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
売
買
契
約
と
同
時
に
所
有
権
が
移
転
す
る
の
に
対
し
、
売
買
契

約
に
お
い
て
、
所
有
権
の
移
転
時
期
に
関
す
る
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
５
）

。

所
有
権
の
移
転
時
期
は
、
売
買
当
事
者
の
法
意
識
か
ら
は
、
代
金
支
払
・
引
渡
時
と
み
る
べ
き
だ
と
す
る
学
説
、
売
買
の
有
償
契
約
性
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か
ら
み
て
代
金
支
払
時
と
す
べ
き
だ
と
す
る
学
説
の
ほ
か
、
売
買
当
事
者
間
で
は
い
つ
所
有
権
が
移
る
か
と
い
う
問
題
は
実
益
が
な
く
、

所
有
権
は
い
わ
ば
段
階
的
に
移
る
と
み
て
よ
い
と
す
る
学
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
学
者
は
我
妻
栄
博
士
の
よ
う
に
、「
法
的
処
理

と
し
て
は
、
当
事
者
の
法
意
識
や
売
買
の
有
償
性
は
さ
ほ
ど
き
め
手
に
な
る
と
は
い
え
ず
、
判
例
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
」

と
し
て
い
る

（
６
）

。

日
本
の
意
思
主
義
に
対
し
て
、
中
国
は
不
動
産
物
権
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
形
式
主
義
の
原
則
を
採
用
す
る
。
形
式
主
義
と
は
、
物
権

変
動
が
生
じ
る
に
は
、
当
事
者
の
意
思
だ
け
で
な
く
登
記
な
ど
の
外
形
的
事
実
が
必
要
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

中
国
物
権
法
九
条
は
、「
不
動
産
物
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
ま
た
は
消
滅
は
、
法
に
従
い
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
力
を
生
ず

る
。
登
記
を
経
な
れ
ば
、
効
力
を
生
じ
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
日
本
と
異
な
り
、
登
記
が
不
動
産
物
権
変
動
の
発
効
要

件
と
さ
れ
、
物
権
変
動
登
記
主
義
の
確
立
と
も
言
わ
れ
る
。

中
国
で
は
、
住
宅
の
売
主
と
買
主
は
不
動
産
売
買
契
約
を
締
結
す
る
時
点
で
、
売
買
契
約
を
有
効
と
認
め
る
が
、
住
宅
の
所
有
権
と
い

う
物
権
は
変
動
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
た
だ
不
動
産
移
転
の
登
記
を
経
る
場
合
に
の
み
、
売
主
か
ら
買
主
に
不
動
産
の
所
有
権
を
移
転

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
全
て
の
住
宅
売
買
は
不
動
産
移
転
の
登
記
時
期
が
所
有
権
移
転
時
期
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
不

動
産
行
政
管
理
機
関
の
登
記
は
、
絶
対
的
な
効
力
と
強
い
公
信
力
を
有
す
る
。
売
主
ま
た
は
第
三
者
が
住
宅
の
権
利
帰
属
を
調
べ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
か
な
り
便
利
と
充
分
な
保
障
を
提
供
す
る
。

そ
し
て
、
簡
単
に
意
思
主
義
と
形
式
主
義
の
区
別
ま
た
は
登
記
対
抗
主
義
と
登
記
要
件
主
義
の
区
別
か
ら
み
る
と
、
日
中
両
国
は
不
動

産
の
所
有
権
の
移
転
に
つ
い
て
、
異
な
る
判
断
標
準
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
の
判
例
は
、
契
約
成
立
時
に
所
有

権
が
移
転
す
る
と
の
説
を
採
用
す
る
の
で
、
も
し
買
主
が
無
資
力
に
な
る
な
ら
、
売
主
は
売
買
代
金
の
回
収
が
で
き
ず
、
し
か
も
目
的
不

動
産
も
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
も
想
定
し
得
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
売
主
の
利
益
に
対
し
保
障
は
充
分
で
は
な
い
よ
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う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
の
不
動
産
取
引
の
民
事
慣
習
か
ら
見
る
と
、
両
国
間
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く

な
い
。

日
本
の
実
際
の
不
動
産
売
買
を
見
る
と
、
多
く
の
場
合
は
、
所
有
権
移
転
時
期
に
つ
い
て
、
と
く
に
約
定
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
不
動
産
「
取
引
の
慣
行
」、「
取
引
界
の
通
念
」
で
は
、
売
買
契
約
の
成
立
と
同
時
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
は
意
識
さ
れ
て
い

な
い
。
む
し
ろ
、
普
通
は
、
残
代
金
の
支
払
い
と
同
時
に
な
さ
れ
る
建
物
の
明
渡
し
又
は
登
記
の
時
に
所
有
権
が
移
転
し
、
残
代
金
の
支

払
い
と
明
渡
し
又
は
登
記
と
の
期
日
が
異
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
先
に
な
さ
れ
た
方
と
同
時
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
意
識
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
一
般
に
、
不
動
産
売
買
契
約
書
で
、
と
く
に
所
有
権
移
転
時
期
に
つ
い
て
約
定
し
な
い
の

は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
書
か
な
く
て
も
、
当
然
、
代
金
の
支
払
い
と
所
有
権
の
移
転
と
は
対
価
関
係
に
あ
り
、
同
時
履
行
の
関
係
と
し
て

引
き
換
え
に
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
代
金
支
払
い
の
時
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
７
）

。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
の
取
引
実
務
や
法
慣
習
は
、
不
動
産
の
売
主
の
利
益
を
守
る
こ
と
に
役
立
ち
、
民
事
行
為
当
事
者
の
間
の

平
等
関
係
を
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
条
文
は
不
明
確
で
あ
り
、
司
法
判
例
と
民
衆
の
取
引
実
務
や
法
意

識
及
び
法
慣
習
と
の
間
に
一
致
性
が
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
国
民
は
司
法
裁
判
に
つ
い
て
共
感
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
か
も
し
れ
な

い
。

四
　
住
宅
買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
類
型

完
成
し
た
住
宅
の
買
主
が
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
た
い
場
合
は
、
不
動
産
売
買
契
約
（
日
本
）
又
は
登
記
（
中
国
）
に
よ
っ
て
、
住
宅

の
所
有
権
が
売
主
か
ら
買
主
に
移
転
し
た
後
、
買
主
は
目
的
建
物
の
所
有
権
を
取
得
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
住
宅
に
抵
当
権
を
設
定
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し
、
銀
行
ま
た
は
他
の
取
扱
金
融
機
関
か
ら
金
銭
を
貸
借
し
て
、
残
代
金
と
し
て
売
主
に
弁
済
す
る
。
こ
の
際
に
、
日
本
で
も
中
国
で
も
、

住
宅
買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
類
型
は
も
ち
ろ
ん
不
動
産
抵
当
が
一
般
的
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、
建
物
が
未
完
成
時
の
販
売
に
つ
い
て
、

両
国
で
住
宅
買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
類
型
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

日
本
の
予
約
契
約
と
は
、
将
来
本
契
約
を
締
結
す
べ
き
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
約
束
し
て
お
く
契
約
を
い
う
。
予
約
権
を
有
す
る
者
が
、

本
契
約
を
締
結
す
る
意
思
表
示
を
す
れ
ば
、
相
手
方
の
承
諾
を
必
要
と
し
な
い
で
本
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
形
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

予
約
権
者
が
予
約
完
結
権
を
行
使
し
た
時
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る

（
８
）

。
売
買
契
約
が
成
立
す
る
前
に
、
一
般
的
に
、
買
主
は
売
主
に
住
宅

の
全
部
又
は
大
部
分
の
代
金
の
交
付
を
必
要
と
し
な
い
。
不
動
産
売
買
で
は
、
契
約
成
立
時
に
代
金
額
の
一
割
程
度
の
手
付
が
交
付
さ
れ

る
の
が
一
般
的
で
あ
る

（
９
）

。
住
宅
の
建
物
が
完
成
し
た
後
、
建
物
引
渡
し
の
時
こ
そ
、
代
金
の
交
付
を
行
な
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
時
、
目

的
物
と
し
て
の
住
宅
の
所
有
権
は
既
に
売
主
か
ら
買
主
に
移
転
し
て
し
ま
う
か
ら
、
買
主
は
ロ
ー
ン
の
た
め
に
住
宅
の
上
に
不
動
産
抵
当

権
を
設
定
す
る
こ
と
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
法
学
理
論
で
も
法
律
実
務
で
も
筋
が
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
る

と
、
中
国
の
予
售
制
度
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
。

中
国
の
予
售
制
度
と
は
、
住
宅
売
買
の
内
容
を
直
接
に
確
定
す
る
本
契
約
で
あ
る
。
今
中
国
の
不
動
産
取
引
の
通
例
は
、
予
售
契
約
を

締
結
す
る
時
か
ら
非
常
に
短
い
期
間
で
、
買
主
が
売
主
と
し
て
の
不
動
産
開
発
業
者
に
住
宅
の
全
部
の
代
金
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
買
主
が
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
た
い
場
合
は
、
第
一
期
の
所
定
の
住
宅
代
金

（
10
）

を
支
払
っ
た
後
、
残
る
代
金
は
購
入
者
が
銀
行
か
ら
貸

付
金
を
受
け
て
開
発
業
者
に
払
う
。
同
時
に
、
買
主
は
銀
行
の
要
求
に
よ
っ
て
、
不
動
産
売
買
行
為
に
基
づ
い
て
目
的
建
物
に
対
し
て
有

す
る
権
利
に
担
保
を
設
定
す
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
際
に
住
宅
買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
類
型
が
ど
の
よ
う
な
担
保
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
動
産
抵
当
説
、
譲
渡
担
保
説
、
権
利
質
説
、
新
型
担
保
説
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
る
。

第
一
に
、
中
国
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
抵
当
権
で
は
、
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
が
提
供
す
る
抵
当
目
的
物
は
自
己
所
有
の
財
産
あ
る
い
は
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経
営
管
理
権
の
あ
る
財
産
で
あ
る

（
11
）

。
し
か
し
、
住
宅
の
買
主
が
予
售
契
約
を
締
結
す
る
時
か
ら
目
的
建
物
が
完
成
し
た
後
の
所
有
権
移
転

登
記
を
経
る
ま
で
、
目
的
建
物
に
対
し
て
有
す
る
権
利
は
、
不
動
産
所
有
権
で
は
な
く
、
不
動
産
所
有
権
の
期
待
権
で
あ
る
。
こ
の
期
待

権
は
、
将
来
目
的
建
物
が
完
成
し
て
か
つ
不
動
産
所
有
権
の
移
転
を
登
記
し
た
と
き
に
、
所
有
権
に
転
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
転
化

す
る
前
に
は
ま
だ
所
有
権
で
は
な
い
。
抵
当
目
的
物
は
一
定
の
交
換
価
値
が
あ
る
現
存
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
期
待
権
は
抵
当
権

の
対
象
に
な
ら
な
い

（
12
）

。

第
二
に
、
不
動
産
の
譲
渡
担
保
と
は
、
借
入
金
の
担
保
の
た
め
に
不
動
産
の
所
有
権
ま
た
は
他
の
権
利
を
債
権
者
に
譲
渡
し
、
債
務
の

弁
済
が
完
了
し
た
時
点
で
不
動
産
の
権
利
の
登
記
を
債
務
者
に
戻
す
が
、
債
務
者
が
債
務
を
弁
済
で
き
な
い
と
き
は
、
暫
定
的
に
債
権
者

に
移
っ
て
い
た
権
利
は
、
確
定
的
に
債
権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
の
予
售
制
度
に
よ
っ
て
、
住
宅
の
買
主
は
期
待
権
に
担
保

を
設
定
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
担
保
は
当
地
の
不
動
産
行
政
管
理
機
関
で
登
記
を
行
な
う
。
買
主
が
銀
行
に
債
務
を
返
済
で
き
な
い
と
き

は
、
銀
行
は
目
的
建
物
の
権
利
証
明
書
に
基
づ
い
て
、
買
主
の
代
わ
り
に
期
待
権
を
処
分
し
て
、
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
登
記
の
形
式
と
債
権
の
実
現
方
式
か
ら
見
る
と
、
期
待
権
に
設
定
す
る
抵
当
権
は
、
期
待
権
譲
渡
担
保
の
特
徴
と
よ
く
合
致
す
る
。

し
か
し
、
中
国
の
法
律
に
も
判
例
に
も
譲
渡
担
保
は
全
く
存
在
し
な
い
か
ら
、
こ
の
ロ
ー
ン
担
保
類
型
を
譲
渡
担
保
と
認
定
す
る
に
は
法

律
上
の
根
拠
が
充
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
日
本
で
は
、
質
権
は
債
権
・
株
主
権
な
ど
の
権
利
の
上
に
も
成
立
す
る
。
こ
れ
を
権
利
質
と
い
う
。
権
利
質
は
一
般
的
に
権

利
の
上
に
設
定
す
る
が
、
建
物
の
火
災
保
険
金
請
求
権
に
関
す
る
権
利
質
が
存
在
し
て
い
る
。
実
務
上
で
最
も
多
く
利
用
さ
れ
て
き
た
の

は
、
建
物
に
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
る
と
き
に
、
抵
当
権
者
が
そ
の
建
物
に
付
さ
れ
た
火
災
保
険
の
保
険
金
請
求
権
に
債
権
質
の
設
定
を

受
け
、
抵
当
権
の
目
的
た
る
建
物
が
滅
失
し
て
も
、
火
災
保
険
の
保
険
金
か
ら
優
先
弁
済
を
受
け
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る

（
13
）

。
中
国
の
予

售
制
度
で
は
、
住
宅
の
買
主
は
期
待
権
に
担
保
を
設
定
す
る
同
時
に
、
予
售
契
約
の
正
本
及
び
目
的
建
物
に
関
す
る
ほ
か
の
権
利
証
明
書
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は
銀
行
に
預
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
形
式
か
ら
見
る
と
、
期
待
権
に
設
定
す
る
担
保
は
、
権
利
質
の
特
徴
と
よ
く
合
致
す
る
。
し
か
し
、

中
国
の
物
権
法
二
二
三
条
は
「
権
利
質
の
目
的
物
は
法
律
ま
た
は
行
政
法
規
の
規
定
に
よ
っ
て
質
権
を
設
定
で
き
る
財
産
権
で
あ
る
」
と

明
確
に
定
め
る
。
期
待
権
の
上
に
質
権
を
設
定
で
き
る
規
定
は
、
中
国
の
法
律
ま
た
は
行
政
法
規
の
な
か
に
未
だ
存
し
な
い
か
ら
、
住
宅

買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
が
権
利
質
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
物
権
法
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

最
後
に
、
住
宅
買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
は
、
現
行
の
物
権
法
条
文
の
制
限
た
め
に
譲
渡
担
保
や
権
利
質
な
ど
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
、
新
型
担
保
と
認
定
さ
れ
る
法
律
上
の
根
拠
も
十
分
で
な
い
。

五
　
住
宅
売
主
の
担
保
義
務

日
本
で
は
、
住
宅
の
売
主
は
、
不
動
産
売
買
契
約
の
当
事
者
に
な
る
の
み
で
、
買
主
と
銀
行
の
ロ
ー
ン
関
係
に
は
関
与
し
な
い
わ
け
で

あ
る
。
中
国
で
は
、
不
動
産
の
予
售
に
つ
い
て
、
中
国
の
特
徴
で
あ
る
按
掲
制
度
が
生
成
さ
れ
た
。

「
按
掲
」
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
のm

ortgage （
14
）

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。M

ortgage

の
発
音
は
、
中
国
語
の
方
言
で
あ
る
広
東
語

で
「
按
掲
」
の
発
音
と
は
か
な
り
似
て
い
る
。
そ
の
上
、「
按
」
は
、
中
国
の
古
漢
語
で
抵
当
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、
広
東
語

を
使
っ
て
い
る
香
港
人
は
、
英
国
のm

ortgage

制
度
を
不
動
産
売
買
の
シ
ス
テ
ム
に
導
入
し
て
、「
按
掲
」
と
い
う
新
し
い
中
国
語
の
言

葉
を
作
っ
た
。
こ
の
抵
当
制
度
は
香
港
か
ら
中
国
の
内
陸
ま
で
広
く
伝
わ
る
に
従
っ
て
、「
按
掲
」
と
い
う
言
葉
も
中
国
の
全
国
で
広
範

に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

中
国
の
按
掲
制
度
は
、
も
と
も
と
英
国
のm

ortgage

制
度
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
の
不
動
産
売
買
の
現
実
と
緊
密
に
結

び
つ
き
、
英
国
のm

ortgage

制
度
と
著
し
く
異
な
り
、
中
国
の
特
徴
と
な
る
担
保
制
度
を
創
造
し
た
。
そ
れ
が
中
国
式
按
掲
と
言
う
も
の
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で
あ
る
。

中
国
式
按
掲
の
最
大
の
特
徴
は
、
未
完
成
建
物
の
予
售
に
つ
い
て
、
買
主
と
銀
行
の
ロ
ー
ン
関
係
の
中
で
、
不
動
産
開
発
業
者
に
担
保

責
任
を
課
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
宅
の
買
主
は
期
待
権
の
上
に
担
保
を
設
定
す
る
同
時
に
、
住
宅
の
開
発
業
者
は
買
主
の
ロ
ー

ン
の
保
証
人
に
な
り
、
買
主
が
銀
行
に
債
務
を
返
済
で
き
な
い
と
き
に
は
、
銀
行
か
ら
目
的
建
物
を
買
い
戻
す
義
務
を
負
う
。
こ
れ
で
分

か
る
よ
う
に
、
中
国
式
按
掲
の
関
係
者
は
住
宅
の
買
主
、
住
宅
の
開
発
業
者
と
銀
行
を
合
わ
せ
て
三
当
事
者
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
銀
行

は
按
掲
の
権
利
者
で
あ
り
、
住
宅
の
買
主
と
開
発
業
者
は
同
じ
按
掲
の
義
務
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
按
掲
関
係
に
は
三
つ
の
法
律
関
係
が

あ
る
。
第
一
の
法
律
関
係
は
、
住
宅
買
主
と
開
発
業
者
と
の
不
動
産
予
售
契
約
関
係
で
あ
る
。
第
二
の
法
律
関
係
は
、
住
宅
買
主
と
銀
行

と
の
期
待
権
担
保
ロ
ー
ン
契
約
関
係
で
あ
る
。
第
三
の
法
律
関
係
は
、
住
宅
開
発
業
者
と
銀
行
と
の
ロ
ー
ン
担
保
保
証
関
係
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
三
つ
の
法
律
関
係
は
、
ど
れ
も
中
国
式
按
掲
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
。

目
的
建
物
が
竣
工
し
た
と
き
、
住
宅
の
買
主
は
開
発
業
者
、
銀
行
と
一
緒
に
、
当
地
の
不
動
産
行
政
管
理
機
関
に
不
動
産
所
有
権
証
明

書
を
申
請
し
受
領
す
る
と
同
時
に
、
不
動
産
抵
当
権
登
記
の
手
続
を
行
な
う
。
そ
の
時
、
中
国
式
按
掲
は
単
純
な
不
動
産
抵
当
ロ
ー
ン
に

転
化
し
、
開
発
業
者
の
保
証
責
任
が
消
滅
す
る
。
中
国
で
は
完
成
し
た
住
宅
ま
た
は
中
古
住
宅
の
売
買
も
単
純
な
不
動
産
抵
当
ロ
ー
ン
の

類
型
を
採
用
す
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
国
式
按
掲
は
た
だ
未
完
成
建
物
の
予
售
の
場
合
に
存
在
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

中
国
式
按
掲
制
度
は
、
日
本
の
不
動
産
抵
当
ロ
ー
ン
制
度
と
比
べ
て
違
う
と
こ
ろ
は
次
の
表
で
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
式
按
掲

制
度
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
英
国
のm

ortgage

制
度
も
表
の
中
に
入
れ
て
一
緒
に
比
較
す
る
。
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日
・
英
・
中
三
国
不
動
産
取
引
に
関
す
る
ロ
ー
ン
担
保
制
度
の
比
較
表

中
国
式
按
掲
制
度
は
、
住
宅
開
発
業
者
の
義
務
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
予
售
制
度
と
の
調
和
を
図
る
わ
け
で
あ
る
。
日

本
の
不
動
産
売
買
の
予
約
契
約
を
締
結
す
る
と
き
、
買
主
は
代
金
の
大
部
分
又
は
全
部
を
交
付
す
る
必
要
が
な
い
。
住
宅
が
完
成
し
た
後
、

適

用

範

囲

担
保
債
権
の
実
現
方
式

性

質

売
主
の
担
保
義
務

所

有

権

の

譲

渡

関

係

者 国

項
目

住
宅
が
完
成
す
る
か
ど
う
か

に
か
か
わ
ら
ず
適
用
す
る

債
権
者
は
担
保
不
動
産
を
処

分
し
て
弁
済
を
受
け
る

不
動
産
抵
当

な
し

買
主
は
所
有
権
を
有
し
銀
行

に
譲
渡
し
な
い

二
当
事
者
（
住
宅
買
主
、
銀

行
ま
た
は
他
の
金
融
機
関
）

日
本
の
不
動
産
抵
当
ロ
ー
ン

住
宅
が
完
成
す
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
適
用
す
る

譲
渡
目
的
物
の
所
有
権
が
債
権

者
に
確
定
的
に
帰
属
す
る

譲
渡
担
保

な
し

買
主
は
所
有
権
を
銀
行
に
譲
渡

し
、
従
っ
て
受
戻
権
を
有
す
る

二
当
事
者
（
住
宅
買
主
、
銀
行

ま
た
は
他
の
金
融
機
関
）

英
国
のm

ortgage

制
度

住
宅
が
未
完
成
と
き
の
予
售
契

約
だ
け
に
適
用
す
る

銀
行
は
住
宅
を
開
発
業
者
に
買

い
戻
さ
せ
、
弁
済
を
受
け
る

複
合
担
保
（
買
主
の
期
待
権
担

保
と
開
発
業
者
の
保
証
）

あ
る

買
主
は
所
有
権
を
有
し
な
い

三
当
事
者
（
住
宅
買
主
、
開
発

業
者
、
銀
行
）

中
国
式
按
掲
制
度
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代
金
の
支
払
い
が
登
記
や
引
渡
し
と
同
時
履
行
の
関
係
に
な
っ
て
、
民
事
関
係
当
事
者
の
権
利
と
義
務
と
が
対
等
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
表

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
式
按
掲
制
度
に
お
い
て
、
予
售
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
目
的
建
物
は
未
完
成
の
ま
ま
、
銀
行
が

貸
付
金
を
払
い
渡
し
、
買
主
が
第
一
期
の
所
定
の
住
宅
代
金
を
支
払
い
、
銀
行
お
よ
び
買
主
の
両
方
は
、
按
掲
契
約
が
規
定
す
る
義
務
の

履
行
を
完
了
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
全
部
の
住
宅
代
金
を
受
け
取
っ
た
開
発
業
者
に
つ
い
て
は
、
住
宅
引
渡
義
務
の
履
行
は
数
年
後
と

な
る
状
態
に
あ
る
。
開
発
業
者
の
義
務
を
有
効
に
強
化
し
な
け
れ
ば
、
買
主
と
銀
行
の
利
益
を
保
障
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
く
な
る
で

あ
ろ
う
。
中
国
式
按
掲
は
、
開
発
業
者
に
ロ
ー
ン
の
担
保
義
務
を
設
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
住
宅
買
主
、
銀
行
と
開
発
業
者
の
三
主
体

間
の
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
事
取
引
中
の
権
利
と
義
務
の
対
等
原
則
を
い
っ
そ
う
確
実
に
実
現
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

六
　
む
す
び

所
有
権
の
移
転
時
期
に
つ
い
て
、
日
本
の
判
例
・
学
説
と
国
民
の
取
引
実
務
・
法
意
識
及
び
法
慣
習
と
の
ず
れ
を
ど
の
よ
う
に
調
和
す

る
か
は
、
考
え
る
べ
き
問
題
だ
と
思
う
。
さ
ら
に
、
契
約
成
立
時
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
の
説
を
採
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
二
重
売

買
は
常
に
二
重
譲
渡
の
関
係
を
生
ず
る

（
15
）

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
理
論
上
の
論
争
も
存
在
し
て
い
る
。

日
本
の
登
記
は
、
所
有
権
の
移
転
を
第
三
者
に
示
す
公
示
方
法
で
あ
り
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
に
過
ぎ
ず
、
登
記
に
公
信
力
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
登
記
名
義
人
を
真
正
権
利
者
だ
と
信
頼
し
て
も
、
無
権
利
者
か
ら
は
真
実
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
不
動
産
取
引
の
場
合
、
登
記
は
必
ず
し
も
信
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
非
常
に
や
っ
か
い
な
問
題
に
な
る
。

最
近
の
判
例
で
は
、
登
記
の
公
信
力
を
正
面
か
ら
認
め
な
い
で
虚
偽
表
示
や
詐
欺
の
よ
う
に
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
規
定
を
使
っ
て
、
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実
際
は
公
信
力
を
認
め
た
の
と
同
じ
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
も
の
も
あ
る

（
16
）

。
し
か
し
、
登
記
に
公
信
力
を
認
め
な
い
と
、
住
宅
を
買
い
た

い
買
主
ま
た
は
第
三
者
が
住
宅
権
利
帰
属
の
真
実
状
態
を
探
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ま
り
便
利
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

中
国
の
予
售
制
度
は
、
一
方
で
、
弱
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
予
售
の
四
つ
の
条
件
に
適
合
し
な
い
住
宅
の
売
買
を
全
面
禁
止
す
る

と
定
め
る
が
、
他
方
で
、
予
售
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
弱
者
と
し
て
の
買
主
が
強
者
と
し
て
の
住
宅
開
発
業
者
に
全
部
の
代
金
を
支

払
う
や
り
方
を
採
用
す
る
。
そ
れ
は
逆
に
弱
者
の
利
益
を
侵
害
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、
当
事
者
の
権
利
と

義
務
と
は
不
対
等
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
中
国
式
按
掲
制
度
は
、
住
宅
買
主
、
銀
行
と
開
発
業
者
の
三
主
体
間
の
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
を

あ
る
程
度
ま
で
調
和
さ
せ
る
が
、
予
售
制
度
に
は
や
は
り
い
ろ
い
ろ
な
欠
点
が
あ
る
。
と
く
に
、
住
宅
買
主
の
ロ
ー
ン
担
保
類
型
が
ど
の

よ
う
な
担
保
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
不
動
産
抵
当
、
譲
渡
担
保
、
権
利
質
、
新
型
担
保
な
ど
何
れ
の
類
型
と
認
定
す
る
か
、
法
学
理
論
に

よ
っ
て
解
決
で
き
な
い
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
実
務
に
大
き
な
不
便
を
与
え
、
紛
争
も
発
生
し
や
す
い
。

実
は
、
数
年
前
か
ら
予
售
制
度
の
改
革
を
め
ぐ
る
討
論
も
始
ま
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
上
海
市
は
市
民
の
意
見
を
募
集
す
る
た
め
に
、

「
商
品
住
宅
予
售
契
約
草
案
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
草
案
に
よ
れ
ば
、
住
宅
買
主
が
未
完
成
建
物
を
購
入
す
る
と
き
は
、
代
金
全
部
を
一

括
払
い
に
す
る
必
要
が
な
く
、
目
的
建
物
の
建
築
進
度
に
よ
る
分
割
払
い
が
で
き
る

（
17
）

。
し
か
し
、
そ
の
草
案
は
今
ま
で
も
そ
の
ま
ま
棚
上

げ
に
さ
れ
て
い
る
。
近
頃
、
あ
る
地
方
は
住
宅
予
售
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
改
革
を
試
行
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
中
国
の
予
售
制
度
は
、

将
来
の
発
展
方
向
が
ま
だ
分
か
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
日
本
の
予
約
売
買
制
度
の
よ
う
な
不
動
産
取
引
制
度
を
採
用
す

る
こ
と
は
悪
く
な
い
選
択
か
も
し
れ
な
い
。

（
１
）

こ
の
論
文
に
つ
い
て
、
研
究
環
境
を
提
供
す
る
広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
、
研
究
内
容
を
指
導
す
る
鳥
谷
部
茂
教
授
、
研
究
基
金
を
賛
助
す
る

杉
岡
茂
弁
護
士
に
謹
ん
で
謝
意
を
表
す
る
。
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（
２
）

安
永
正
昭
「
建
築
中
の
建
物
は
い
つ
か
ら
不
動
産
と
な
る
か
」
安
永
正
昭
他
編
『
不
動
産
取
引
百
選
（
第
３
版
）』（
二
〇
〇
八
年
、
有
斐
閣
）
九
頁
。

（
３
）

近
江
幸
治
『
民
法
講
義
5
契
約
法
（
第
３
版
）』（
二
〇
〇
六
年
、
成
文
堂
）
一
二
二
頁
。

（
４
）

日
本
と
違
っ
て
、
中
国
で
は
個
人
が
土
地
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
都
市
の
全
て
の
住
宅
の
建
設
は
不
動
産
開
発
会
社
に
頼
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
住
宅
予
售
の
売
主
は
、
不
動
産
開
発
業
者
に
限
ら
れ
る
。

（
５
）

江
口
正
夫
「
所
有
権
移
転
時
期
」
澤
野
順
彦
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
②
不
動
産
売
買
』（
一
九
九
八
年
、
新
日
本
法
規
出
版
株
式
会
社
）
六
九
頁
。

（
６
）

我
妻
栄
著
有
泉
亨
補
訂
『
新
訂
物
権
法
（
民
法
講
義
2
）』（
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
店
）
五
九
頁
以
下
。

（
７
）

玉
田
弘
毅
「
不
動
産
の
売
買
」
契
約
法
大
系
刊
行
委
員
会
編
『
契
約
法
大
系
2
贈
与
・
売
買
』（
一
九
六
二
年
、
有
斐
閣
）
二
〇
四
頁
。
滝
沢
聿
代
「
物

権
変
動
の
時
期
」
星
野
英
一
編
『
民
法
講
座
２
物
権
（
１
）』（
一
九
八
四
年
、
有
斐
閣
）
三
一
頁
以
下
。

（
８
）

近
江
・
前
掲
注
（
３
）
一
二
三
頁
以
下
。

（
９
）

横
山
美
夏
「
不
動
産
売
買
の
プ
ロ
セ
ス
」
内
田
貴
・
大
村
敦
志
編
『
民
法
の
争
点
』（
二
〇
〇
七
年
、
有
斐
閣
）
九
一
頁
。

（
10
）

購
入
者
が
第
一
期
に
交
付
す
べ
き
住
宅
代
金
は
、
中
国
で
「
首
付
」
と
い
う
。
中
国
人
民
銀
行
が
一
九
九
八
年
五
月
九
日
に
公
布
し
た
『
個
人
住
宅
ロ
ー

ン
管
理
方
法
』
に
よ
っ
て
、
購
入
者
の
首
付
割
合
は
、
住
宅
の
全
部
代
金
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
人
民
銀
行
、
中
国

銀
行
業
監
督
委
員
会
が
二
〇
〇
七
年
九
月
二
七
日
に
公
布
し
た
『
商
業
性
不
動
産
ロ
ー
ン
管
理
を
強
化
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
』
と
国
務
院
官
房
が
二
〇

一
〇
年
一
月
七
日
に
公
布
し
た
『
不
動
産
市
場
の
発
展
を
平
穏
健
全
に
促
進
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
』
に
よ
っ
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住
宅
を
既

に
購
入
し
た
後
、
再
び
住
宅
を
買
い
た
い
買
主
に
つ
い
て
、
首
付
割
合
は
住
宅
の
全
部
代
金
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
11
）

中
国
最
高
裁
判
所
の
『「
中
華
人
民
共
和
国
民
法
通
則
」
を
貫
徹
か
つ
執
行
す
る
こ
と
に
関
す
る
若
干
問
題
の
意
見
（
試
行
）』
第
一
一
三
条
に
よ
っ
て
、

自
己
が
所
有
権
ま
た
は
経
営
権
を
持
っ
て
な
い
財
産
に
設
定
す
る
抵
当
は
、
無
効
と
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。

（
12
）

江
涛
「
中
国
に
お
け
る
不
動
産
按
掲
制
度
に
関
す
る
考
察
」
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
十
五
号
六
九
頁
。

（
13
）

近
時
は
、
抵
当
権
の
物
上
代
位
が
大
き
な
機
能
を
果
し
て
い
る
（
生
熊
長
幸
『
物
上
代
位
と
収
益
管
理
』（
二
〇
〇
三
年
、
有
斐
閣
））。

（
14
）

大
修
館
書
店
第
３
版
の
英
和
辞
典
に
よ
れ
ば
、m

ortgage

は
名
詞
と
し
て
使
用
す
る
と
き
、
次
の
意
味
が
あ
る：

①
（
譲
渡
）
抵
当
（
権
）；

抵
当
に
入

れ
る
こ
と；

（
物
が
）
抵
当
に
入
っ
て
い
る
こ
と
。
②
抵
当
で
借
り
た
金；

住
宅
ロ
ー
ン
。
③
抵
当
証
書
。

（
15
）

鎌
田
薫
「
二
重
譲
渡
の
法
的
構
成
」
前
掲
『
民
法
の
争
点
』
九
五
頁
。

（
16
）

水
本
浩
他
編
『
新
版
不
動
産
取
引
の
基
礎
』（
一
九
八
三
年
、
青
林
書
院
新
社
）
六
二
頁
。
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（
17
）

「
今
年
新
商
品
住
宅
予
售
契
約
が
登
場
し
、
購
入
者
は
建
築
進
度
に
よ
る
分
割
払
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
」『
上
海
青
年
報
』（
二
〇
〇
六
年
一
月
七
日
）。

（
18
）

二
〇
一
〇
年
一
月
二
四
日
『
南
寧
晩
報
』
に
よ
っ
て
、「
広
西
南
寧
市
は
全
国
で
率
先
し
て
住
宅
予
售
制
度
を
廃
止
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
売
買
で
き
る

住
宅
は
完
成
し
た
建
物
に
限
ら
れ
る
。
具
体
的
な
措
置
は
制
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」。


